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河川法第４条第１項の

一級河川の指定等について

平成２９年６月
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河川の管理区分について（イメージ図）

ニ級河川

一級河川 二級河川

国（国土交通省）が管理

都道府県又は政令指定
都市の長が一部の管理
事務を行う
（指定区間）

都道府県又は政令指定都市
が管理

準用河川

一級河川(直轄管理区間)

一級河川(指定区間)

準用河川

都府県境

普通河川(河川法不適用)

市町村が管理

一級水系
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流水の占用の許可（第23条）、土地の占用の許可（第24条）、土石等の
採取の許可（第25条）、工作物の新築等の許可（第26条）、土地の掘削
等の許可（第27条）、竹木の流送等の禁止、制限又は許可（第28条）等
の河川の利用に係る許可・行為制限

一級河川指定されると・・・

河川管理者の監督処分（第75条）等、河川管理者からの行政監督

第102条以下の罰則の適用対象

・・・といった法規制の対象となる。

一方、一級河川指定されることで、各市町村の予算による改修、管理
だったものが、国・都道府県の費用負担による改修・管理の対象となる。

－４－

一級河川指定による効果



一級河川指定による効果

一級河川に係る国の費用負担の原則

直轄区間（河川法第６０条第１項）

河川改修等
国庫負担率・・・２／３（一般工事）、７／１０（大規模工事）

河川維持修繕等
国庫負担率・・・１０／１０ ・・・等の国による費用負担

（残りは都道府県が負担）

指定区間（知事一部管理）（河川法第６０条第２項）

河川改修等
国庫負担率・・・１／２（河川改修工事）、

一定の大規模工事については、緊急性に応じ、
２／３又は５．５／１０等・・・等の国による費用負担

（残りは都道府県が負担）

（参考）

－５－

河川現況台帳（河川法第１２条第２項）に記載されている一級河川（直轄区間を除く。）
及び二級河川の河岸のうち当該地方団体の区域内に所在するものの延長が、普通交
付税の算定に関する基準（基準財政需要額を算出する基準）となる。



・官報告示（河川法第4条第5項）

一級河川指定の流れ

・都道府県からの要望聴取（地方整備局等）

・本省による地方整備局等からのヒアリング

・関係行政機関との協議・関係都道府県知事からの意見聴取
（河川法第4条第3項）
※関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、当該都道府県
の議会の議決を経なければならない。（河川法第4条第4項）

・社会資本整備審議会への意見聴取（河川法第4条第3項）

一級河川指定手続きの流れ
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一級河川指定等(案)一覧表

－７－

水系名 河川名
都道府県名
（市町村名）

区分 指定等の延長 指定等の理由

① 石狩川 奔別
ぽんべつ

川
がわ 北海道

（三笠市）
変更

（延長減）
延長減　１．９ｋｍ
（７．６ｋｍ）

　洪水への対応を行うため、三笠ぽんべつダムの建設が計画されてお
り、平成３０年度より本体工事を進めるにあたり、堤体の高さが当初の計
画より２５ｍ低くなった。
　これにより、今後建設されるダムの影響（河川水位の上昇等）が及ぶ
河川の区間が確定したため、一級河川の指定の変更（延長減）を行うこ
ととする。

大津
お お つ

放水路
ほう す い ろ

新規
新規　２．４ｋｍ
（２．４ｋｍ）

盛越
もり こし

川
がわ 変更

（延長増）
延長増　０．５ｋｍ
（２．３ｋｍ）

③ 那賀川 大津田
お お つ だ

川
がわ 徳島県

（阿南市）
変更

（延長増）
延長増　０．２ｋｍ
（１．４ｋｍ）

　頻繁に大津田川流域において甚大な被害が発生していることから、昭
和４２年に一級河川の指定を行い、大津田川総合流域防災事業により
下流部から順に河床掘削、護岸改修等が行われてきたが、平成２９年
度より河床掘削、護岸改良等を行う上流部について、一級河川の指定
の変更（延長増）を行うこととする。

注）　下段（　）書は、今回の指定等を反映した延長である。

② 淀川
滋賀県
（大津市）

　大津市街地の洪水被害を軽減させるため、大津放水路事業により大
津市南部を流れる小河川の洪水を中流部で放水路へ流し込むための
放水路整備が行われ、平成１７年度にⅠ期区間が完成した。
　上流部のⅡ期区間の整備・完成を待って河川指定を行う予定であった
が、平成２１年に「淀川水系河川整備計画」において、当面Ⅱ期区間の
整備を実施しないこととしたことから、Ⅰ期区間を先行して河川指定を行
うべく施工した国と管理者の滋賀県で調整を開始し、平成２８年度に調
整が完了したため、大津放水路の河川指定を行う。
　また、大津放水路と一体管理を行う必要があることから、盛越川を大
津放水路の分水工地点まで河川指定の変更（延長増）を行う。



一級河川指定等(案)の概要

１ 平成２８年７月現在の一級河川指定状況

水 系 数 １０９水系

河 川 数 １４，０６５河川
河川延長 ８８，０９５．０km

２ 今回の一級河川指定等（案）

(1) 新 規 １河川 ２．４km
(2) 延長増 ２河川 ０．７km
(3) 延長減 １河川 △１．９km

合計 ４河川 １．２km

３ 今回の一級河川指定等後の状況

水 系 数 １０９水系

河 川 数 １４，０６６河川
河川延長 ８８，０９６．２km

－８－



一級河川指定等告示(案)
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